
電子的診療情報連携体制
整備加算1・2に係る掲示

当院では以下の対応を行っております。

・医師等が診療を実施する診察室等において、
オンライン資格確認等システムにより取得し
た診療情報等を活用して診療を実施していま
す。

・マイナ保険証を促進する等、医療DXを通
じて質の高い医療を提供できるよう取り組ん
でいます。

・電子カルテ情報共有サービスの導入検討等
を含め、医療DXにかかる取り組みを実施し
ています。
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◆厚生労働大臣が定める掲示

2026.6


